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1.19－1 

1.19 通信連絡に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した場合におい

て発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とすること。 

ｂ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する

手順等を整備すること。 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うため，必要な対処設備を整備する。こ

こでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.19－2 

1.19.1 対応手段と設備の選定 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うために必要な対応手段及び重

大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手

段と自主対策設備※1を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全

てのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応

に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下

「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第六十二条

及び技術基準規則第七十七条（以下「基準規則」という。）の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自

主対策設備との関係を明確にする。 

（2） 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示

す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用す

る重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての

関係を第1.19－1表に整理する。 

ａ．発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡を行う
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1.19－3 

ために必要な対応手段及び設備 

(a) 発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う手段がある。 

発電所内で，重大事故等に対処するために必要なデータを伝

送し，パラメータを共有する手段がある。 

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有する手段がある。 

    ⅰ） 衛星電話設備（固定型）による発電所内の通信連絡 

       衛星電話設備（固定型）による発電所内の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・衛星電話設備（固定型） 

    ⅱ） 衛星電話設備（携帯型）による発電所内の通信連絡 

       衛星電話設備（携帯型）による発電所内の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・衛星電話設備（携帯型） 

ⅲ） 無線連絡設備（固定型）による発電所内の通信連絡 

       無線連絡設備（固定型）による発電所内の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・無線連絡設備（固定型） 

    ⅳ） 無線連絡設備（携帯型）による発電所内の通信連絡 

       無線連絡設備（携帯型）による発電所内の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・無線連絡設備（携帯型） 

ⅴ） 携行型有線通話装置による発電所内の通信連絡 

       携行型有線通話装置による発電所内の通信連絡で使用す
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1.19－4 

る設備は以下のとおり。 

      ・携行型有線通話装置 

ⅵ） 送受話器（ページング）による発電所内の通信連絡 

       送受話器（ページング）による発電所内の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・送受話器（ページング） 

    ⅶ） 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）による発電所内の通信連絡 

       電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）による発電所内の通信連絡で使用する設備は以下のと

おり。 

      ・電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ） 

    ⅷ） 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による発電所内

の通信連絡 

       安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（以下「ＳＰＤ

Ｓ」という。）※２による発電所内の通信連絡で使用する設備

は以下のとおり。 

       ・ＳＰＤＳ 

※2 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，データ

伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳ

ＰＤＳデータ表示装置から構成される。 

  (b) 代替電源設備による給電 

上記「1.19.1(2)ａ．(a) 発電所内の通信連絡をする必要のあ

る場所との通信連絡」で使用する設備について，代替電源設備か

ら給電する手順がある。 
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1.19－5 

     代替電源設備により給電する設備は以下のとおり。 

     ・衛星電話設備（固定型） 

     ・衛星電話設備（携帯型） 

     ・無線連絡設備（固定型） 

     ・無線連絡設備（携帯型） 

     ・携行型有線通話装置 

     ・送受話器（ページング） 

     ・電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ） 

     ・ＳＰＤＳ 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.19.1(2)ａ．(a)ⅰ） 衛星電話設備（固定型）による発電

所内の通信連絡」で使用する設備のうち，衛星電話設備（固定型）

は，重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ａ．(a)ⅱ） 衛星電話設備（携帯型）による発電

所内の通信連絡」で使用する設備のうち，衛星電話設備（携帯型）

は，重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ａ．(a)ⅳ） 無線連絡設備（携帯型）による発電

所内の通信連絡」で使用する設備のうち，無線連絡設備（携帯型）

は，重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ａ．(a)ⅴ） 携行型有線通話による発電所内の通

信連絡」で使用する設備のうち，携行型有線通話装置は，重大事

故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ａ．(a)ⅷ） ＳＰＤＳによる発電所内の通信連絡」

で使用する設備のうち，ＳＰＤＳは，重大事故等対処設備として

位置づける。 
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1.19－6 

「1.19.1(2)ａ．(b) 代替電源設備による給電」で使用する設

備のうち，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無

線連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及びＳＰＤＳは，重

大事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求され

る設備が全て網羅されている。（第 1.19－1 図） 

（添付資料 1.19.2） 

以上の重大事故等対処設備により，発電所内の通信連絡を行

うことができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その

理由を示す。 

・無線連絡設備（固定型），送受話器（ページング）及び電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ） 

耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，発電所内の通信連絡を行う手段として有効である。 

ｂ．発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な対応手段及び設備 

(a) 発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通

信連絡 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う手段がある。 

国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを

伝送し，パラメータを共有する手段がある。 

計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の
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1.19－7 

必要な場所で共有する手段がある。 

ⅰ） 衛星電話設備（固定型）による発電所外の通信連絡 

       衛星電話設備（固定型）による発電所外（社内外）の通信

連絡で使用する設備は以下のとおり。 

       ・衛星電話設備（固定型） 

ⅱ） 衛星電話設備（携帯型）による発電所外の通信連絡 

       衛星電話設備（携帯型）による発電所外の通信連絡で使用

する設備は以下のとおり。 

       ・衛星電話設備（携帯型） 

ⅲ） 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）による発電

所外の通信連絡 

     統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）による発電所外

の通信連絡で使用する設備は以下のとおり。 

      ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ） 

    ⅳ） 電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）による発電所外の通信連絡 

       電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）による発電所外の通信連絡で使用する設備は以下のと

おり。 

      ・電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及び

ＦＡＸ） 

    ⅴ） 加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ） による発電所

外の通信連絡 
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1.19－8 

      加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）による発電所外

の通信連絡で使用する設備は以下のとおり。 

      ・加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ） 

    ⅵ） テレビ会議システム（社内）による発電所外の通信連絡 

       テレビ会議システム（社内）による発電所外の通信連絡で

使用する設備は以下のとおり。 

       ・テレビ会議システム（社内） 

ⅶ） 専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

による発電所外の通信連絡 

      専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

による発電所外の通信連絡で使用する設備は以下のとおり。 

      ・専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体

向）） 

    ⅷ） データ伝送設備による発電所外の通信連絡 

       データ伝送設備※ ３による発電所外の通信連絡で使用する

設備は以下のとおり。 

       ・データ伝送設備 

※3 データ伝送設備とは，緊急時対策支援システム伝送装置

を示す。 

   (b) 代替電源設備による給電 

      上記「1.19.1(2)ｂ．(a) 発電所外（社内外）の通信連絡を

する必要のある場所との通信連絡」で使用する設備について，

代替電源設備から給電する手順がある。 

      代替電源設備により給電する設備は以下のとおり。 

      ・衛星電話設備（固定型） 

      ・衛星電話設備（携帯型） 
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1.19－9 

      ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ） 

      ・加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ） 

      ・テレビ会議システム（社内） 

      ・専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体

向）） 

      ・データ伝送設備 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.19.1(2)ｂ．(a)ⅰ） 衛星電話設備（固定型）による発電

所外の通信連絡」で使用する設備のうち，衛星電話設備（固定

型）は，重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ｂ．(a)ⅱ） 衛星電話設備（携帯型）による発電

所外の通信連絡」で使用する設備のうち，衛星電話設備（携帯

型）は，重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ｂ．(a)ⅲ） 統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）による発電所外の通信連絡」で使用する設備のうち，

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，重大事故等対

処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ｂ．(a)ⅷ） データ伝送設備による発電所外の通

信連絡」で使用する設備のうち，データ伝送設備は，重大事故

等対処設備として位置づける。 

「1.19.1(2)ｂ．(b) 代替電源設備による給電」で使用する設

備のうち，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会
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議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備

は，重大事故等対処設備として位置づける。（第 1.19－1 図） 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求され

る設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.19.2） 

以上の重大事故等対処設備により，発電所外との通信連絡を

行うことができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その

理由を示す。 

・電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），テレビ会議

システム（社内）及び専用電話設備（専用電話（ホットライ

ン）（地方公共団体向）） 

耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，発電所外の通信連絡を行う手段として有効である。 

ｃ.手順等 

上記「ａ.発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な対応手段及び設備」及び「ｂ.発電所外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な対応手

段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員等※４，災害対策要員の対応として「非常

時運転手順書（徴候ベース）」及び「重大事故等対策要領」に定め

る。（第 1.19-1 表） 

また，事故時に給電が必要となる設備についても整備する。（第
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1.19-2 表） 

※3 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要

員（運転操作対応）をいう。 
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1.19.2 重大事故等時の手順 

1.19.2.1 発電所内の通信連絡を行うための対応手順 

 (1) 発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡 

ａ．衛星電話設備（固定型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により中央制御

室の運転員等及び緊急時対策所の災害対策要員が，中央制御室，

屋外の作業場所及び緊急時対策所との間で相互に通信連絡を行う

ために，衛星電話設備（固定型）を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，衛星電話設備（固定型）により，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の運転員等及び中央制御室に滞在する情報班員並

びに緊急時対策所の災害対策要員は，衛星電話設備（固定型）

を使用し，相互に通信連絡を行うため，以下の手順がある。 

なお，屋外の災害対策要員は，衛星電話設備（携帯型）を用

いることにより，中央制御室，屋外の作業場所及び緊急時対策

所との間で相互に通信連絡できる。 

    ⅰ） 衛星電話設備（固定型） 

① 手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話番号を

ダイヤルし，連絡する。 

14
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(c) 操作の成立性 

衛星電話設備（固定型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又は

保管することにより，使用場所において通信連絡をする必要の

ある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｂ．衛星電話設備（携帯型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により屋外の災

害対策要員が，中央制御室，屋外の作業場所及び緊急時対策所と

の間で相互に通信連絡を行うために，衛星電話設備（携帯型）を

使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，衛星電話設備（携帯型）により，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

屋外の災害対策要員は，衛星電話設備（携帯型）を使用し，

屋外の作業場所間の相互に通信連絡を行うための対応として，

以下の手順がある。 

なお，中央制御室の運転員等及び中央制御室に滞在する情報

班員並びに緊急時対策所の災害対策要員は，衛星電話設備（固

定型）を用いることにより，中央制御室，屋外の作業場所及び

緊急時対策所との間で相互に通信連絡できる。 

    ⅰ） 衛星電話設備（携帯型） 
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①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

電源を「入」操作し，充電池の残量を確認し，屋外で電

波の受信状態を確認する。 

②充電池の残量が少ない場合，充電を行うとともに，別の

端末又は別の充電池を使用する。 

③一般の携帯電話と同様の操作により，通信先の電話番号

をダイヤルし，連絡する。なお，無指向性アンテナであ

り，アンテナのレベル調整は不要である。 

④使用中に充電池の残量が少なくなった場合は，充電を行

うとともに，別の端末又は別の充電池を使用する。 

使用後は，電源を「切」操作する。 

(c) 操作の成立性 

衛星電話設備（携帯型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又は

保管することにより，使用場所において通信連絡をする必要の

ある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｃ．無線連絡設備（固定型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により中央制御

室の運転員等及び中央制御室に滞在する情報班員並びに緊急時対

策所の災害対策要員が，中央制御室，屋外の作業場所及び緊急時

対策所との間で相互に通信連絡を行うために，無線連絡設備（固

定型）を使用する手順を整備する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，無線連絡設備（固定型）により，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の運転員等及び中央制御室に滞在する情報班員及

び緊急時対策所の災害対策要員は，衛星電話設備（固定型）を

使用し，相互に通信連絡を行うための対応として，以下の手順

がある。 

なお，屋外の重大事故等対応要員は，無線連絡設備（携帯型）

を用いることにより，中央制御室，屋外の作業場所及び緊急時

対策所との間で相互に通信連絡できる。 

    ⅰ） 無線連絡設備（固定型） 

① 手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

電源を「入」操作し，通話チャンネルの設定が適切であ

ることを確認したうえで通話ボタンを押し，連絡する。 

(c) 操作の成立性 

無線連絡設備（固定型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又は

保管することにより，使用場所において通信連絡をする必要の

ある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｄ．無線連絡設備（携帯型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により屋外の災
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害対策要員が，中央制御室，屋外の作業場所及び緊急時対策所と

の間で相互に通信連絡を行うために，無線連絡設備（携帯型）を

使用する手順を整備する。 

    ⅰ） 無線連絡設備（携帯型） 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，無線連絡設備（携帯型）により，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場

合。 

(b) 操作手順 

屋外の災害対策要員は，無線連絡設備（携帯型）を使用し，

屋外の作業場所間の相互に通信連絡を行うための対応として，

以下の手順がある。 

なお，中央制御室の運転員等及び中央制御室に滞在する情報

班員並びに緊急時対策所の災害対策要員は，無線連絡設備（固

定型）を用いることにより，中央制御室，屋外の作業場所及び

緊急時対策所との間で相互に通信連絡できる。 

    ⅰ） 無線連絡設備（携帯型） 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

電源を「入」操作し，充電池の残量を確認し，屋外で電

波の受信状態を確認する。 

②充電池の残量が少ない場合，充電を行うとともに，別の

端末又は別の充電池を使用する。 

③通話チャンネルの設定が適切であることを確認したう

えで，通話ボタンを押し，連絡する。 
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④使用中に充電池の残量が少なくなった場合は，別の端末

又は予備の充電池を使用する。 

⑤使用後は，電源を「切」操作する。 

(c) 操作の成立性 

無線連絡設備（携帯型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又は

保管することにより，使用場所において通信連絡をする必要の

ある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｅ．携行型有線通話装置による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により中央制御

室の運転員等が，中央制御室及び屋内で作業場所との間で相互に

通信連絡を行うため，また緊急時対策所内の災害対策要員との間

で相互に通信連絡を行うために，携行型有線通話を使用する手順

を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，携行型有線通話装置により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の運転員等，緊急時対策所内の災害対策要員及び

屋内の運転員等は，携行型有線通話装置を使用し，相互に通信

連絡を行うための対応として，以下の手順がある。 

    ⅰ） 携行型有線通話装置 
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①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

保管場所等で作業に使用する端末と通話装置用ケーブ

ルを接続し，スイッチを「TALK」位置へ操作する。乾電

池の残量確認は，スイッチを「CALL」位置へ押し，ブザ

ーが鳴動することで確認する。ブザーが鳴動しない場合，

予備の乾電池と交換する。 

②確認後，スイッチが「OFF」位置に復旧したことを確認す

る。 

③使用する端末及び通話装置用ケーブルと共に予備の乾

電池を携行する。 

④使用する場所にて，最寄りの専用接続箱に携行型有線通

話装置を直接接続する。又は，中継ケーブルを用いて延

長し，携行型有線通話装置を接続し，接続した後，スイ

ッチを「TALK」位置へ操作する。 

⑤スイッチを「CALL」位置へ押して相手を呼び出し，連絡

する。 

⑥使用中に乾電池の残量が少なくなった場合は，予備の乾

電池と交換する。 

⑦使用後は，スイッチを「OFF」位置へ操作し，端末及び通

話装置用ケーブルを切り離す。 

(c) 操作の成立性 

携行型有線通話装置は，使用場所において携行型有線通話装

置と専用接続箱を容易かつ確実に接続可能とするとともに，必

要な個数以上を設置又は保管することにより，通信連絡をする
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必要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能と

する。 

ｆ．送受話器（ページング）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，中央制

御室，緊急時対策所及び屋内外の運転員等並びに災害対策要員が，

中央制御室，屋内外の作業場所及び緊急時対策所との間で相互に

通信連絡を行うために，送受話器（ページング）を使用する手順

を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，送受話器（ページング）により，発電

所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の運転員，緊急時対策所の災害対策要員及び屋内

外の運転員等並びに災害対策要員は，送受話器（ページング）を

使用し，相互に通信連絡を行うための対応として，以下の手順が

ある。 

    ⅰ） 送受話器（ページング） 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

受話器を持ち上げ，使用チャンネルを選択し，相手に連

絡する。 

(c) 操作の成立性 

送受話器（ページング）は，特別な技量を要することなく，
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容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又は

保管することにより，使用場所において通信連絡をする必要の

ある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｇ．電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）

による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，発電所内

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所内）により，中央制御

室，緊急時対策所及び屋内外の運転員等並びに災害対策要員が，中

央制御室，屋内外の作業場所及び緊急時対策所との間で相互に通信

連絡を行うために，電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ）を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）により，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の運転員，緊急時対策所の災害対策要員及び屋内

外の運転員等並びに災害対策要員は，固定電話機，ＰＨＳ端末及

びＦＡＸを使用し，相互に通信連絡を行うための対応として，以

下の手順がある。 

    ⅰ） 固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機，携帯電話又はＦＡＸと同様の操作により，
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通信先の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボタン

を押し，連絡する。 

②ＰＨＳ端末の充電池の残量がなくなった場合は，別の端

末又は別の充電池を使用する。 

(c) 操作の成立性 

電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ）は，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能であ

るとともに，必要な個数以上を設置又は保管することにより，

使用場所において通信連絡をする必要のある場所と確実に接続

及び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｈ．ＳＰＤＳによる発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，データ伝送設備（発電所内）により，

発電所内の必要な場所へ重大事故等に対処するために必要なデー

タを伝送し，パラメータを共有する。 

重大事故等時において，データ伝送設備（発電所内）により，原

子炉建屋付属棟から緊急時対策所へ，重大事故等に対処するため

に必要なデータを伝送し，パラメータを共有するために，ＳＰＤＳ

を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，データ伝送設備（発電所内）により，

発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場

合。 

(b) 操作手順 

ＳＰＤＳにより，緊急時対策所のＳＰＤＳデータ表示装置へ，
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必要なデータの伝送を行うための対応として，以下の手順があ

る。 

    ⅰ） データ伝送装置及び緊急時対策支援システム伝送装置 

常時伝送を行うため，通常操作は必要ない。 

    ⅱ） ＳＰＤＳデータ表示装置 

操作手順については，「1.18 緊急時対策所の居住性等に

関する手順等」にて整備する。 

（2） 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所

での共有 

特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電所内の必要な

場所で共有するため，通信設備（発電所内）を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型計測器にて，炉心損傷防止及び格納

容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重要なパラメータを

計測し，その結果を通信設備（発電所内）により発電所内の必要

な場所で共有する場合，屋内の現場と中央制御室との連絡には，

携行型有線通話装置，送受話器（ページング）及び電力保安通信

用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡＸ）を使用する。中

央制御室と緊急時対策所との連絡には，衛星電話設備（固定型），

無線連絡設備（固定型），送受話器（ページング）及び電力保安

通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡＸ）を使用する。

緊急時対策所内での連絡には，携行型有線通話装置，送受話器

（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末，ＦＡＸ）を使用する。屋外の現場と緊急時対策本部との

連絡には，携行型有線通話装置，送受話器（ページング）及び電
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力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡＸ）を使

用する。屋外の現場間の連絡には，衛星電話設備（携帯型），無

線連絡設備（携帯型），送受話器（ページング）及び電力保安通

信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡＸ）を使用する手

順を整備する。 

ａ.手順着手の判断基準 

特に重要なパラメータを可搬型計測器にて計測し，その結果を

通信設備（発電所内）により，発電所内の必要な場所で共有する場

合。 

ｂ.操作手順 

操作手順については，「1.19.2.1(1) 発電所内の通信連絡をする

必要のある場所との通信連絡」にて整備する。 

特に重要なパラメータを計測する手順等は，「1.15 事故時の計

装に関する手順等」及び「1.17 監視測定等に関する手順等」にて

整備する。 

ｃ.操作の成立性 

通信設備（発電所内）により，特に重要なパラメータを発電所内

の必要な場所で共有することを可能とする。 

（3） 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法を以下のとおり。 

中央制御室の運転員，緊急時対策所の災害対策要員及び屋内外の

運転員等並びに災害対策要員が，中央制御室，緊急時対策所，屋内外

の現場との間では，操作，作業等に係る通信連絡を行う場合及び特

に重要なパラメータを可搬型計測器にて計測し，その結果を通信設
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備（発電所内）により，発電所内の必要な場所で共有する場合は，屋

内外で使用が可能であり，通常時から使用する自主対策設備の送受

話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末，ＦＡＸ）を使用する。 

これらの自主対策設備が使用できない場合は，衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（固定型），無線連絡

設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を使用する。 

また,緊急時対策所の災害対策要員は，重大事故等に対処するため

に必要なパラメータを共有する場合は，ＳＰＤＳを使用する。 
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1.19.2.2 発電所外（社内外）との通信連絡を行うための対応手順 

（1） 発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所との通

信連絡 

ａ．衛星電話設備（固定型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により中央制御

室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対策所の災害対

策要員が，本店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信連

絡を行うために，衛星電話設備（固定型）を使用する手順を整備

する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，衛星電話設備（固定型）により，発

電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場

合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対

策所の災害対策要員は，衛星電話設備（固定型）を使用し，本

店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信連絡を行うた

め，以下の手順がある。 

    ⅰ） 衛星電話設備（固定型） 

① 手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合

は，一般の電話機と同様の操作により，通信先の電話

番号をダイヤルし，連絡する。 

(c) 操作の成立性 

衛星電話設備（固定型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又
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は保管することにより，使用場所において通信連絡をする必

要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能と

する。 

ｂ．衛星電話設備（携帯型）による発電所内の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により緊急時対

策所の災害対策要員が，本店，国，地方公共団体，その他関係機

関等へ通信連絡を行うために，衛星電話設備（携行型）を使用す

る手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，衛星電話設備（携帯型）により，発

電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場

合。 

(b) 操作手順 

屋外の緊急時対策所の災害対策本部要員は，衛星電話設備

（携帯型）を使用し，本店，国，地方公共団体，その他関係機

関等へ通信連絡を行うため，以下の手順がある。 

    ⅰ） 衛星電話設備（携帯型） 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

電源を「入」操作し，充電池の残量を確認し，屋外で

電波の受信状態を確認する。 

②充電池の残量が少ない場合，充電を行うとともに，別

の端末又は別の充電池を使用する。 

③一般の携帯電話と同様の操作により，通信先の電話番

号をダイヤルし，連絡する。なお，無指向性アンテナ

であり，アンテナのレベル調整は不要である。 
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④使用中に充電池の残量が少なくなった場合は，充電を

行うとともに，別の端末又は別の充電池を使用する。 

⑤使用後は，電源を「切」操作する。 

(c) 操作の成立性 

衛星電話設備（携帯型）は，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を設置又

は保管することにより，使用場所において通信連絡をする必

要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能と

する。 

ｃ．統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）による発電所外の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により緊急時対

策所の災害対策要員が，本店，国，地方公共団体，その他関係機

関等へ通信連絡を行うために，統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

を使用する手順を整備する。 

 (a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）により，発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

緊急時対策所の災害対策要員は，統合原子力防災ネットワ

ークに接続するテレビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡ

Ｘを使用し，本店，国及び地方公共団体へ通信連絡を行うた
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め，以下の手順がある。 

ⅰ） テレビ会議システム 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

テレビ会議システムとモニタの電源を「入」操作後，

テレビ会議システムの待ち受け画面を確認し，通信が

可能な状態とする。 

②操作端末により，通信先と接続する。本店，国及び地

方公共団体と通信を行う場合は，通信先からの呼び出

し後，リモコン操作により通信先と接続する。 

③使用後は，テレビ会議システムとモニタの電源を「切」

操作する。 

ⅱ） ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機又はＦＡＸと同様の操作により，通信先

の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボタンを押

し，連絡する。 

(c) 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）は，特別な技量を要す

ることなく，容易に操作が可能であるとともに，必要な個数

以上を設置又は保管することにより，使用場所において通信

連絡をする必要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行う

ことを可能とする。 

ｄ．電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡＸ）

による発電所外の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 
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重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，中央制

御室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対策所の災害

対策要員が，本店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信

連絡を行うために，電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末，ＦＡＸ）を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）により，発電所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対

策所の災害対策要員は，固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ

を使用し，本店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信

連絡を行うため，以下の手順がある。 

ⅰ） 固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機，携帯電話又はＦＡＸと同様の操作によ

り，通信先の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボ

タンを押し，連絡する。 

②ＰＨＳ端末の充電池の残量がなくなった場合は，別の

端末又は予備の充電池を使用する。 

(c) 操作の成立性 

電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末，ＦＡ

Ｘ）は，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能であ

るとともに，必要な個数以上を設置又は保管することにより，

使用場所において通信連絡をする必要のある場所と確実に接

続及び通信連絡を行うことを可能とする。 
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ｅ．加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）による発電所外の通

信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，中央制

御室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対策所の災害

対策要員が，本店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信

連絡を行うために，加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）を

使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）により，発電所外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室の中央制御室に滞在する情報班員及び緊急時対

策所の災害対策要員は，加入電話及び加入ＦＡＸを使用し，

本店，国，地方公共団体，その他関係機関等へ通信連絡を行

うための対応として，以下の手順がある。 

ⅰ） 加入電話及び加入ＦＡＸ 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機又はＦＡＸと同様の操作により，通信先

の電話番号をダイヤル又は短縮ダイヤルボタンを押

し，連絡する。 

(c) 操作の成立性 

加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）は，特別な技量を

要することなく，容易に操作が可能であるとともに，必要な

個数以上を設置又は保管することにより，使用場所において
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通信連絡をする必要のある場所と確実に接続及び通信連絡を

行うことを可能とする。 

ｆ．テレビ会議システム（社内）による発電所外の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電

所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により緊急時

対策所の災害対策本部要員が，本店へ通信連絡を行うために，

テレビ会議システム（社内）を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，テレビ会議システム（社内）によ

り，発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う場合。 

(b) 操作手順 

緊急時対策所の災害対策本部要員は，テレビ会議システム

（社内）により，本店等へ通信連絡を行うため，以下の手順

がある。 

ⅰ）テレビ会議システム（社内） 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

テレビ会議システム（社内）とモニタの電源を「入」

操作後，テレビ会議システム（社内）の待ち受け画面

を確認し，通信が可能な状態とする。 

②操作端末により，通信先と接続する。 

③使用後は，テレビ会議システム（社内）とモニタの電

源を「切」操作する。 

(c) 操作の成立性 

テレビ会議システム（社内）は，特別な技量を要すること

なく，容易に操作が可能であるとともに，必要な個数以上を
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設置又は保管することにより，使用場所において通信連絡を

する必要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うこと

を可能とする。 

ｇ．専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

による発電所外の通信連絡 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，発電所

内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

重大事故等時において，通信設備（発電所外）により，緊急時

対策所の災害対策要員が，地方公共団体，その他関係機関等へ通

信連絡を行うために，専用電話設備（専用電話（ホットライン）

（地方公共団体向））を使用する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，専用電話設備（専用電話（ホットラ

イン）（地方公共団体向））により，発電所外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

     緊急時対策所の災害対策要員は，専用電話（ホットライン）

（地方公共団体向）により，地方公共団体及びその他関係機

関へ通信連絡を行うため，以下の手順がある。 

    ⅰ） 専用電話（ホットライン）（地方公共団体向） 

①手順着手の判断基準に基づき，通信連絡を行う場合は，

一般の電話機と同様の操作により，通信先の短縮ダイ

ヤルボタンを押し，連絡する。 

(c) 操作の成立性 

専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

は，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能であると

ともに，必要な個数以上を設置又は保管することにより，使用
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場所において通信連絡をする必要のある場所と確実に接続及

び通信連絡を行うことを可能とする。 

ｈ．データ伝送設備による発電所外の通信連絡 

重大事故等時において，データ伝送設備（発電所外）により，

国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ，必要なデータを

伝送し，パラメータを共有する。 

重大事故等時において，データ伝送設備（発電所外）により，

国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ，必要なデータを

伝送し，パラメータを共有するために，データ伝送設備を使用す

る手順を整備する。 

 (a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時において，データ伝送設備により，発電所外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合。 

(b) 操作手順 

データ伝送設備により，緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

等へ，必要なデータの伝送を行うため，以下の手順がある。 

   ⅰ） 緊急時対策支援システム伝送装置 

常時伝送しており，通常操作は必要ない。 

 (2）計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で

の共有 

特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電所外（社内外）

の必要な場所で共有するため，通信設備（発電所外）を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型計測器にて，炉心損傷防止及び格納容器

破損防止に必要なパラメータ等の特に重要なパラメータを計測し，

その結果を通信設備（発電所外）により発電所外（社内外）の必要な

場所で共有する場合は，中央制御室と本店及び国，地方公共団体，そ

の他関係機関等との連絡には，衛星電話設備（固定型），加入電話設
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備（加入電話及び加入ＦＡＸ）及び電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）を使用する。緊急時対策所と本店との

連絡には，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）及びテレビ会議システム（社内）を使用する。緊急時対策所と

国との連絡には，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及

び加入ＦＡＸ）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ）を使用する。緊急時対策所と地方公共団体，その他関

係機関等との連絡には，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携

帯型），，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入

電話及び加入ＦＡＸ）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ

ＨＳ端末及びＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）

（地方公共団体向））を使用する手順を整備する。 

ａ.手順着手の判断基準 

特に重要なパラメータを可搬型計測器にて計測し，その結果を

通信設備（発電所外）により，発電所外の必要な場所で共有する

場合。 

ｂ.操作手順 

操作手順については，「1.19.2.2(1) 発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所との通信連絡」にて整備する。 

特に重要なパラメータを計測する手順等は，「1.15 事故時の計

装に関する手順等」及び「1.17 監視測定等に関する手順等」に
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て整備する。 

ｃ.操作の成立性 

通信設備（発電所外）により，特に重要なパラメータを発電所

外（社内外）の必要な場所での共有を可能とする。 

（3）重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法を以下に示す。 

中央制御室の中央制御室に滞在する情報班員が，本店，国，地方

公共団体，その他関係機関等との間で通信連絡を行う場合及び特

に重要なパラメータを可搬型計測器にて計測し，その結果を通信

設備（発電所外）により，発電所外の必要な場所で共有する場合，

自主対策設備の加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）及び電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）を使用

する。自主対策設備が使用できない場合は，衛星電話設備（固定型）

を使用する。 

緊急時対策所の災害対策要員が，本店及び国との間で通信連絡

を行う場合及び特に重要なパラメータを可搬型計測器にて計測し，

その結果を通信設備（発電所外）により，発電所外の必要な場所で

共有する場合，自主対策設備の加入電話設備（加入電話及び加入Ｆ

ＡＸ），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ）を使用する。自主対策設備が使用できない場合は，衛星電話

設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及び

ＩＰ－ＦＡＸ）を使用する。テレビ会議システムは，本店との通信

連絡用として必要に応じて使用する。 

緊急時対策所の災害対策要員が，地方公共団体，その他関係機関

等との間で通信連絡を行う場合及び特に重要なパラメータを可搬

型計測器にて計測し，その結果を通信設備（発電所外）により，発
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電所外の必要な場所で共有する場合，自主対策設備の加入電話設

備（加入電話及び加入ＦＡＸ），電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），を使用する。自主対策設備が使用

できない場合は，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会

議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用

電話（ホットライン）（地方公共団体向））を使用する。 

また，緊急時対策所の災害対策要員は，国の緊急時対策援システ

ム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送し，パラメータを共有する

場合は，データ伝送設備を使用する。 

1.19.2.3 代替電源設備から給電する対応手順 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備により，衛星電話設備

（固定型），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），ＳＰＤＳ及

びデータ伝送設備へ給電する。 

給電の手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」及

び「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備す

る。 

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型有

線通話装置は，充電池又は乾電池を使用する。 

充電池を用いるものについては，使用前及び使用中の充電池の

残量確認で，残量が少ない場合，別の端末又は別の充電池と交換

することにより事象発生後 7 日間以上継続して通話を可能とし，

使用後の充電池は，代替電源設備からの受電が可能な中央制御室

又は緊急時対策所の電源から充電する。 

乾電池を用いるものについては，使用前及び使用中の乾電池の
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残量確認で，残量が少ない場合，予備の乾電池と交換することに

より事象発生後 7 日間以上継続して通話ができる。 

1.19.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

  常代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備への燃料補給

手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

  緊急時対策所用発電機への燃料補給手順については，「1.18 緊

急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.19-1 表 機能喪失を想定する自主対策設備及び設計基準事故 

対処設備と整備する手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

－  

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（固定型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）  

衛星制御装置 

衛星電話設備（固定型）～衛

星電話設備（屋上アンテナ）

電路  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（２／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（３／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

（
無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡
）

主
要
設
備

無線連絡設備（固定型） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（４／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

（
無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡
）

主
要
設
備

無線連絡設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－42 

対応手段，対応設備，手順書一覧（５／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

携
行
型
有
線
通
話
装
置
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

携行型有線通話装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

専用接続箱～専用接続箱電

路  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－43 

対応手段，対応設備，手順書一覧（６／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

送
受
話
器
（
ペ
ー
ジ
ン
グ
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

送受話器（ページング） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－44 

対応手段，対応設備，手順書一覧（７／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

送受話器 

（ページング） 

電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
機
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
）

に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機，ＰＨＳ端末

及びＦＡＸ） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－45 

対応手段，対応設備，手順書一覧（８／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

－  

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）※ ３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

無線通信装置 

無線通信装置用アンテナ 

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）～無線通信装

置用アンテナ電路  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－46 

対応手段，対応設備，手順書一覧（９／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（固定型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）  

衛星制御装置 

衛星電話設備（固定型）～衛

星電話設備（屋上アンテナ）

電路  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－47 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１０／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－48 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１１／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

無線連絡設備（固定型） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－49 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１２／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

無線連絡設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－50 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１３／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

携
行
型
有
線
通
話
装
置
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

携行型有線通話装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

専用接続箱～専用接続箱電

路  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－51 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１４／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

送受話器 

（ページング） 

送
受
話
器
（
ペ
ー
ジ
ン
グ
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

送受話器（ページング） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－52 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１５／３０） 

（発電所内の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
内
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備 

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
機
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
発
電
所
内
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機，ＰＨＳ端末

及びＦＡＸ） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク  

・常設代替交流電源設備用

移送ポンプ 

可 搬 型代 替 交 流 電 源設 備 ※

２  

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型設備用軽油タンク 

・タンクローリ 

非常用交流電源設備 

・非常用ディーゼル発電機 

・燃料移送ポンプ  

・燃料デイタンク  

・非常用ディーゼル発電機

用海水ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－53 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１６／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（固定型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星電話設備（屋外アン

テナ） 

衛星制御装置 

衛星電話設備（固定型）～

衛星 電話設備（屋外アン

テナ）電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク 

・ 常 設代 替交流電 源設備

用移送ポンプ 

可 搬 型代 替交流電 源設備
※ ２  

・可搬型代替低圧電源車 

・ 可 搬型 設備用軽 油タン

ク  

・タンクローリ  

非常用交流電源設備※ ２

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機  

・燃料移送ポンプ 

・燃料デイタンク 

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機用海水ポンプ 

非 常 時 運 転 手 順

書 Ⅱ （ 徴 候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－54 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１７／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－55 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１８／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備

（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話
及
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星無線通信装置 

通信機器  

統 合 原子 力防災ネ ットワ

ーク に接続する通信連絡

設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）～衛星無線通信

装置電路  

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－56 

対応手段，対応設備，手順書一覧（１９／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
機
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ）  

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク 

・ 常 設代 替交流電 源設備

用移送ポンプ 

可 搬 型代 替交流電 源設備
※ ２  

・可搬型代替低圧電源車 

・ 可 搬型 設備用軽 油タン

ク  

・タンクローリ  

非常用交流電源設備※ ２

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機  

・燃料移送ポンプ 

・燃料デイタンク 

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機用海水ポンプ  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－57 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２０／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

加
入
電
話
設
備
（
加
入
電
話
及
び
加
入
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

加入電話設備（加入電話

及び加入ＦＡＸ） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－58 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２１／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
（
社
内
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

テレビ会議システム（社

内）  

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－59 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２２／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専
用
電
話
設
備
（
専
用
電
話
（
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）
（
地
方
公
共
団
体
向
）
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

専用電話設備（専用電話

（ホットライン）（地方公

共団体向）） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－60 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２３／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

所
外
（
社
内
外
）
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
の
通
信
連
絡

－  

デ
ー
タ
伝
送
設
備
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

データ伝送設備※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

－  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：常時伝送しており，手順不要。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－61 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２４／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（固定型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星電話設備（屋外アン

テナ） 

衛星制御装置 

衛星電話設備（固定型）～

衛星 電話設備（屋外アン

テナ）電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク 

・ 常 設代 替交流電 源設備

用移送ポンプ 

可 搬 型代 替交流電 源設備
※ ２  

・可搬型代替低圧電源車 

・ 可 搬型 設備用軽 油タン

ク  

・タンクローリ  

非常用交流電源設備※ ２

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機  

・燃料移送ポンプ 

・燃料デイタンク 

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機用海水ポンプ 

非 常 時 運 転 手 順

書 Ⅱ （ 徴 候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

緊急時対策所用発電機※ ３ 重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※ 3：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－62 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２５／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

衛星電話設備（携帯型） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に

係る手順書の構成と概要について」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－63 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２６／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備

（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話
及
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

衛星無線通信装置 

通信機器  

統 合 原子 力防災ネ ットワ

ーク に接続する通信連絡

設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）～衛星無線通信

装置電路  

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－64 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２７／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

電
力
保
安
通
信
用
電
話
設
備
（
固
定
電
話
機
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
及
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端

末及びＦＡＸ）  

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

常設代替交流電源設備※ ２  

・常設代替高圧電源装置 

・軽油貯蔵タンク 

・ 常 設代 替交流電 源設備

用移送ポンプ 

可 搬 型代 替交流電 源設備
※ ２  

・可搬型代替低圧電源車 

・ 可 搬型 設備用軽 油タン

ク  

・タンクローリ  

非常用交流電源設備※ ２

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機  

・燃料移送ポンプ 

・燃料デイタンク 

・ 非 常用 ディーゼ ル発電

機用海水ポンプ  

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非 常 時 運転 手 順

書 Ⅱ （ 徴候 ベ ー

ス）  

「 Ａ Ｍ 設 備 別 操

作手順書」 

重 大 事 故 等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－65 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２８／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

加
入
電
話
設
備
（
加
入
電
話
及
び
加
入
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

加入電話設備（加入電話

及び加入ＦＡＸ） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－66 

対応手段，対応設備，手順書一覧（２９／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専用電話設備（専用電

話（ホットライン）

（地方公共団体向））  

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
（
社
内
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

テレビ会議システム（社

内）  

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－67 

対応手段，対応設備，手順書一覧（３０／３０） 

（発電所外（社内外）の通信連絡を行うための通信連絡） 

分類  
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応  

手段  
対応設備 

整備する手順書
※ １

計
測
等
を
行
っ
た
特
に
重
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
発
電
所
外
（
社
内
外
）
の
必
要
な
場
所
で
の
共
有

電力保安通信用 

電話設備  

（固定電話機，ＰＨＳ

端末及びＦＡＸ） 

加入電話設備 

（加入電話及び 

加入ＦＡＸ） 

専
用
電
話
設
備
（
専
用
電
話
（
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）
（
地
方
公
共
団
体
向
）
）
に
よ
る
発
電
所
外
の
通
信
連
絡

主
要
設
備

専用電話設備（専用電話

（ホットライン）（地方公

共団体向）） 

自
主
対
策
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

関
連
設
備

緊急時対策所用発電機※ ２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

重 大 事 故等 対 策

要領  

※ 1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応  

※ 2：手順については「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。  

  ：自主的に整備する対応手順を示す。 
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1.19－68 

第 1.19-2 表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文  供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【 1.19】  

通 信 連 絡 に 関 す る 手 順

書  

衛星電話設備（固定型 ) 

中央制御室： 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

ＭＣＣ  ２Ｄ系 

緊急用ＭＣＣ 

緊急時対策所： 

緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用ＭＣＣ 

統 合 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワー ク

に接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話，Ｉ

Ｐ－ＦＡＸ） 

緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用ＭＣＣ 

データ伝送装置 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

ＭＣＣ  ２Ｄ系 

緊急用ＭＣＣ 

緊 急 時 対 策 支 援 シ ス テ ム伝 送

装置  

緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用ＭＣＣ 

ＳＰＤＳデータ表示装置 
緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用ＭＣＣ 
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1.19－69 

第 1.19－1 図 通信連絡設備の系統概要図 

衛星電話設備
（携帯型）

携行型有線
通話装置

携行型有線
通話装置

衛星電話設備
（固定型）

中央制御室等
制御盤

データ
伝送装置

通信機器

衛星電話設備
（固定型）

ＳＰＤＳデータ
表示装置

緊急時対策支援
システム伝送装置

中央制御室

統合原子力防災ネットワーク
に接続する通信連絡設備

テレビ会議システム

ＩＰ電話 ＩＰ－ＦＡＸ

ａ

ａ

通
信
事
業
者
回
線

（（統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（（衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（（統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（有
線
系
）

原子炉建屋付属棟 緊急時対策所

東海第二発電所
発電所外発電所内

無線連絡設備
（携帯型）

無線連絡設備
（携帯型）

通
信
事
業
者
回
線

（（衛
星
系
）

無線通信用
アンテナ

無線通信用
アンテナ

衛星電話設備
（屋外アンテナ）

衛星電話設備
（屋外アンテナ）

衛星無線
通信装置

衛星電話設備
（可搬型）（待避室）

データ表示装置
（待避室）

中央制御室

待避室

【凡例】
：有線系回線
：衛星系回線
：無線系回線
：通信・データ
の流れ

無線通信
装置

無線通信
装置

衛星制御
装置

衛星制御
装置

携行型有線
通話装置

携行型有線
通話装置

携行型有線
通話装置

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

データ伝送設備
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1.19－70 

添付資料 1.19.1 

重大事故等時に使用する通信連絡設備の対処手段・設備 

【緊急時対策所】

【中央制御室】

無線連絡設備（携帯型）

統合原子力防災ネットワークに接続

する通信電話設備（テレビ会議システム、
ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）

送受話器（ページング）

無線連絡設備（固定型）

衛星電話設備（固定型）

データ伝送装置※１

携行型有線通話装置

電力保安通信用電話設備

緊急時対策支援システム
伝送装置※１，※２

電力保安通信用電話設備（固定電
話機及びＰＨＳ端末）

送受話器（ページング）

無線連絡設備（固定型）

ＳＰＤＳデータ表示装置※１

衛星電話設備（固定型）

テレビ会議システム（社内）

電力保安通信用電話設備（ＦＡＸ）

加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）

専用電話設備（専用電話
（ホットライン）（地方公共団体向））

緊急時対策所用電源
非常用ディーゼル
発電機起動不能

緊急時対策所用
発電機

東海第二発電所
送受話器（制御
装置）より給電

通信事業者回線
からの給電

蓄電池

無停電
電源
装置

乾電池

所内非常用電源 非常用ディーゼル
発電機起動不能

蓄電池

常設代替高圧
電源装置

携行型有線通話装置

送受話器（ページング）衛星電話設備（携帯型）

【現場】

無停電
電源
装置

電力保安通信用電話設備

乾電池充電池 蓄電池

【凡例】
：所内への通信連絡
：所外への通信連絡
：重大事故等対処設備
：代替電源設備の回復操作による対応

無停電
電源
装置

可搬型代替
低圧電源車

所用非常用電源

蓄電池

※１：ＳＰＤＳは，データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置，ＳＰＤＳデータ表示装置で構成する。
※２：データ伝送設備は，緊急時対策支援システム伝送装置で構成する。
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添付資料 1.19.2 

審査基準，基準規則と対処設備の対応表（１／１０） 

技術的能力審査基準

（ 1.19）  
番号  

設置許可基準規則 

（ 62 条）  

技術基準規則 

（ 77 条）  
番号  

【本文】 

発電用原子炉設置者に

おいて，重大事故等が

発生した場合において

発電用原子炉施設の内

外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連

絡を行うために必要な

手順等が適切に整備さ

れているか，又は整備

される方針が適切に示

されていること。 

①  

【本文】 

発電用原子炉施設には，

重大事故等が発生した場

合において当該発電用原

子炉施設の内外の通信連

絡を行うために必要な設

備を設けなければならな

い。  

【本文】 

発電用原子炉施設には，

重大事故等が発生した場

合において当該発電用原

子炉施設の内外の通信連

絡を行うために必要な設

備を施設しなければなら

ない。 

④  

【解釈】 

１  「発電用原子炉施

設の内外の通信連絡を

する必要な手順等」と

は，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を

行うための手順等をい

う。  

－  

【解釈】 

１  第 62 条に規定する

「発電用原子炉施設の内

外の通信連絡設備をする

必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設

備」とは，以下に掲げる

措置又はこれと同等以上

の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

【解釈】 

１  第 77 条に規定する

「当該発電用原子炉施設

の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設

備」とは，以下に掲げる

措置又はこれと同等以上

の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

－  

ａ．）通信連絡設備は，

代替電源設備（電池等

の予備電源設備を含

む。）からの給電を可能

とすること。 

②  

ａ．）通信連絡設備は，

代替電源設備（電池等の

予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とする

こと。 

ａ．）通信連絡設備は，

代替電源設備（電池等の

予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とする

こと。 

⑤  

ｂ．）計測等行った特に

重要なパラメータを必

要な場所で共有する手

順等を整備すること。 

③  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（２／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

衛

星

電

話

設

備

（

固

定

型

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

衛 星 電 話 設 備 （ 固 定 型 ）  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

無

線

連

絡

設

備

（

固

定

型

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

無 線 連 絡 設 備 （ 固 定

型 ）  

衛 星 電 話 設 備 （ 屋 外 ア ン テ

ナ ）  

新 設  常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

衛 星 制 御 装 置  新 設  可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

衛 星 電 話 設 備 （ 固 定 型 ） ～

衛 星 電 話 設 備 （ 屋 上 ア ン テ

ナ ） 電 路  

新 設  非 常 用 交 流 電 源 設 備  

常 設 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  既 設  

送

受

話

器

（

ペ

ー

ジ

ン

グ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

送 受 話 器 （ ペ ー ジ ン

グ ）  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  新 設  常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

及

び

，

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用 電 話

設 備 （ 固 定 電 話 機 ，

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（３／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

衛

星

電

話

設

備

（

携

帯

型

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

衛 星 電 話 設 備 （ 携 帯 型 ）  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

無

線

連

絡

設

備

（

固

定

型

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

無 線 連 絡 設 備 （ 固 定

型 ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

送

受

話

器

（

ペ

ー

ジ

ン

グ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

送 受 話 器 （ ペ ー ジ ン

グ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

及

び

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用 電 話

設 備 （ 固 定 電 話 機 ，

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（４／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

無

線

連

絡

設

備

（

携

帯

型

）
）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

無 線 連 絡 設 備 （ 携 帯 型 ）  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

無

線

連

絡

設

備

（

固

定

型

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

無 線 連 絡 設 備 （ 固 定

型 ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

送

受

話

器

（

ペ

ー

ジ

ン

グ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

送 受 話 器 （ ペ ー ジ ン

グ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

及

び

，

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用 電 話

設 備 （ 固 定 電 話 機 ，

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（５／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

携

行

型

有

線

通

話

装

置

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

携 行 型 有 線 通 話 装 置  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

無

線

連

絡

設

備

（

固

定

型

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

無 線 連 絡 設 備 （ 固 定

型 ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

送

受

話

器

（

ペ

ー

ジ

ン

グ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

送 受 話 器 （ ペ ー ジ ン

グ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  

専 用 接 続 箱 ～ 専 用 接 続 箱 電

路  
新 設  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

及

び

，

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用 電 話

設 備 （ 固 定 電 話 機 ，

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

常 設 代 替 交 流 電 源 設

備  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源

設 備  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電

機  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（６／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

安

全

パ

ラ

メ

ー

タ

表

示

シ

ス

テ

ム

（

Ｓ

Ｐ

Ｄ

Ｓ

）

に

よ

る

発

電

所

内

の

通

信

連

絡

安 全 パ ラ メ ー タ 表 示 シ ス テ

ム （ Ｓ Ｐ Ｄ Ｓ ）  
新 設  

①

②

④

⑤

－  － －  

無 線 通 信 装 置  新 設  

無 線 通 信 装 置 用 ア ン テ ナ  新 設  

安 全 パ ラ メ ー タ 表 示 シ ス テ

ム（ Ｓ Ｐ Ｄ Ｓ ）～ 無 線 通 信 装

置 用 ア ン テ ナ 電 路  

新 設  

常 設 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  既 設  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  新 設  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（７／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

衛

星

電

話

設

備

（

固

定

型

）
）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

衛 星 電 話 設 備 （ 固 定 型 ）  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

末

及

び

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用

電 話 設 備 （ 固 定

電 話 機 ， Ｐ Ｈ Ｓ

端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

衛 星 電 話 設 備 （ 屋 外 ア ン テ

ナ ）  

新 設  常 設 代 替 交 流 電

源 設 備  

衛 星 制 御 装 置  新 設  可 搬 型 代 替 交 流

電 源 設 備  

衛 星 電 話 設 備 （ 固 定 型 ） ～

衛 星 電 話 設 備 （ 屋 上 ア ン テ

ナ ） 電 路  

新 設  非 常 用 交 流 電 源

設 備  

常 設 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

可 搬 型 代 替 交 流 電 源 設 備  新 設  

非 常 用 交 流 電 源 設 備  既 設  

加

入

電

話

設

備

（

加

入

電

話

及

び

加

入

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

加 入 電 話 設 備

（ 加 入 電 話 及 び

加 入 Ｆ Ａ Ｘ ）  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  新 設  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

テ

レ

ビ

会

議

シ

ス

テ

ム

（

社

内

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

テ レ ビ 会 議 シ ス

テ ム （ 社 内 ）  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

専

用

電

話

設

備

（

専

用

電

話

（

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

）

（

地

方

公

共

団

体

向

）
）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

専 用 電 話 設 備

（ 専 用 電 話 （ ホ

ッ ト ラ イ ン ）

（ 地 方 公 共 団 体

向 ））  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  
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1.19－78 

審査基準，基準規則と対処設備の対応表（８／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

衛

星

電

話

設

備

（

携

帯

型

）
）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

衛 星 電 話 設 備 （ 携 帯 型 ）  新 設  

①

②

③

④

⑤

－  

電

力

保

安

通

信

用

電

話

設

備

（

固

定

電

話

機

，

Ｐ

Ｈ

Ｓ

端

末

及

び

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

電 力 保 安 通 信 用

電 話 設 備 （ 固 定

電 話 機 ， Ｐ Ｈ Ｓ

端 末 及 び Ｆ Ａ

Ｘ ）  

常 設 代 替 交 流 電

源 設 備  

可 搬 型 代 替 交 流

電 源 設 備  

非 常 用 交 流 電 源

設 備  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

加

入

電

話

及

び

加

入

Ｆ

Ａ

Ｘ

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

加 入 電 話 設 備

（ 加 入 電 話 及 び

加 入 Ｆ Ａ Ｘ ）  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

テ

レ

ビ

会

議

シ

ス

テ

ム

（

社

内

）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

テ レ ビ 会 議 シ ス

テ ム （ 社 内 ）  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  

専

用

電

話

設

備

（

専

用

電

話

（

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

）
（

地

方

公

共

団

体

向

）
）

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

専 用 電 話 設 備

（ 専 用 電 話 （ ホ

ッ ト ラ イ ン ）

（ 地 方 公 共 団 体

向 ））  

緊 急 時 対 策 所 用

発 電 機  
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審査基準，基準規則と対処設備の対応表（９／１０） 
重 大 事 故 等 対 処 設 備  自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

デ

ー

タ

伝

送

設

備

に

よ

る

発

電

所

外

の

通

信

連

絡

デ ー タ 伝 送 設 備  新 設  

①

②

④

⑤

－  － －  

緊 急 時 対 策 所 用 発 電 機  新 設  

81



1.19－80 

審査基準，基準規則と対処設備の対応表（１０／１０） 

技術的能力審査基準（ 1.19）  適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において，重大事故等が

発生した場合において発電用原子炉施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な手順等が適切に整備さ

れているか，又は整備される方針が適切に示

されていること。

発電所内の通信連絡をする必要のある場所と

の通信連絡及び発電所外（社内外）の通信連

絡をする必要のある場所との通信連絡を行う

ために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１  「発電用原子炉施設の内外の通信連絡を

する必要な手順等」とは，以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。

－  

ａ．）通信連絡設備は，代替電源設備（電池等

の予備電源設備を含む。）からの給電を可能と

すること。 

代替電源設備から給電するために必要な手順

等を整備する。 

ｂ．）計測等行った特に重要なパラメータを

必要な場所で共有する手順等を整備するこ

と。  

計測等を行った特に重要なパラメータを発電

所内の必要な場所での共有及び発電所外（社

内外）の必要な場所での共有するために必要

な手順等を整備する。 
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添付資料 1.19.3 

重大事故等対処設備における点検頻度 

重大事故等対処設備 点検項目 点検頻度 

衛星電話設備 

衛星電話設備 

（固定型） 

外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

衛星電話設備 

（携帯型） 

外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

無線連絡設備 
無線連絡設備 

（携帯型） 

外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

携行型有線通話装置 
外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

統 合 原 子 力 防

災 ネ ッ ト ワ ー

ク に 接 続 す る

通信連絡設備 

テレビ会議システム 
外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

ＩＰ電話 
外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

ＩＰ－ＦＡＸ 
外観点検 

通信確認 
1 回／６ヶ月 

ＳＰＤＳ 
外観点検 

機能確認 
1 回／年 

83
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添付資料 1.19.4 

通信連絡設備（発電所内用）の一覧（１／３） 

主要設備 台数・保管場所 電源設備 

送受話器 

（ページング） 

（警報装置を含

む。） 

送受話器 

（ページング） 

（警報装置を含

む。） 

約 330 台 

・緊急時対策所：3台 

・中央制御室：9台 

・原子炉建屋他：約 290 台 

     屋外：約 20台 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・緊急時対策所用発電機 

・蓄電池 

電力保安通信用

電話設備 

固定電話機 

約 210 台 

・緊急時対策所：4台 

・中央制御室：5台 

・原子炉建屋他：約 200 台 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・蓄電池 

ＰＨＳ端末 

約 300 台 

・緊急時対策所：約 40台 

・中央制御室：4台 

・発電所員他配備：約 250 台 

・充電池 

※別の端末又は別の充電池と交換することで

7日間以上継続して通話が可能 

ＦＡＸ 

12 台 

・緊急時対策所：1台 

・中央制御室：1台 

・原子炉建屋他：10 台 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

・台数については，今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。
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通信連絡設備（発電所内用）の一覧（２／３） 

主要設備 台数・保管場所 電源設備 

携行型有線通話

装置 

携行型有線通話

装置 

15 台（予備 2台） 

・緊急時対策所：3台（予備 1台） 

・中央制御室：12 台（予備 1台） ・乾電池 

※予備の乾電池と交換することで7日間以上継

続しての通話が可能 中継用ケーブル

ドラム 

12 台 

・各現場：12 台 

衛星電話設備 

衛星電話設備 

（固定型） 

8 台（予備 1台） 

・緊急時対策所：6台（予備 1台） 

・中央制御室：2台 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

衛星電話設備 

（携帯型） 

12 台（予備 1台） 

・緊急時対策所：11 台（予備 1台） 

・原子力館：1台 

・充電池 

※別の端末又は別の充電池と交換することで 7

日間以上継続しての通話が可能 

無線連絡設備 

無線連絡設備 

（固定型） 

3 台 

・緊急時対策所：2台 

・中央制御室：1台 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

無線連絡設備 

（携帯型） 

約 50 台（予備 1台） 

・緊急時対策所：19 台（予備 1台） 

・守衛所他：約 30 台 

・充電池 

※別の端末又は別の充電池と交換することで 7

日間以上継続しての通話が可能 

・台数については，今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 
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通信連絡設備（発電所内用）の一覧（３／３） 

主要設備 台数・保管場所 電源設備 

ＳＰＤＳ 

データ伝送装置 
一式 

・原子炉建屋付属棟 

・非常用ディーゼル発電機 

・常設代替高圧電源装置 

・可搬型代替低圧電源車 

・無停電電源装置 

緊急時対策支援

システム伝送装

置 

一式 

・緊急時対策所 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

ＳＰＤＳデータ

表示装置 

一式 

・緊急時対策所 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

8
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通信連絡設備（発電所外用）の一覧（１／２） 

主要設備 台数・保管場所 電源設備 

加入電話設備 

加入電話 

10 台 

・緊急時対策所：9台 

・中央制御室：1台 

（災害時優先契約あり） 

・通信事業者回線からの給電 

加入ＦＡＸ 

2 台 

・緊急時対策所：1台 

・中央制御室：1台 

・通信事業者回線からの給電 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

衛星電話設備 

衛星電話設備 

（固定型） 
通信連絡設備（発電所内用）と同じ 

衛星電話設備 

（携帯型） 
通信連絡設備（発電所内用）と同じ 

テレビ会議シス

テム（社内） 

テレビ会議システ

ム（社内） 

2 台 

・緊急時対策所：2台 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

専用電話設備 

専用電話 

（ホットライン）

（地方公共団体向）

1台 

・緊急時対策所：1台 

・通信事業者回線からの給電 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

・台数については，今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 
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通信連絡設備（発電所外用）の一覧（２／２） 

主要設備 台数・保管場所 電源設備（連続利用時間） 

統合原子力防災

ネットワークに

接続する通信連

絡設備 

ＩＰ電話 

6 台（有線系：4台（予備 1台），衛星系：2台） 

・緊急時対策所：6台（予備 1台） 

（有線系：4台（予備 1台），衛星系：2台） 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

ＩＰ－ＦＡＸ 

3 台（有線系：2台，衛星系 1台） 

・緊急時対策所：約 3台 

（有線系：2台，衛星系 1台） 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

テレビ会議システ

ム 

一式 

・緊急時対策所 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

データ伝送設備 
緊急時対策所支援

システム伝送装置 

一式 

・緊急時対策所 

・非常用ディーゼル発電機 

・緊急時対策所用発電機 

・無停電電源装置 

電力保安通信用

電話設備 

固定電話機 

ＰＨＳ端末 

ＦＡＸ 

通信連絡設備（発電所内用）と同じ 

・台数については，今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。 
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添付資料 1.19.5 

通信連絡設備の概要 

１． 通信連絡設備の概要

  発電所内及び発電所外との通信連絡設備として，以下の通信連絡設備を設置又は保管する

設計とする。通信連絡設備は，通信設備（発電所内），ＳＰＤＳ，通信設備（発電所外）及び

データ伝送設備から構成される。通信連絡設備の概要を図 1に示す。

(1) 警報装置 

事故等は発生した場合に，建屋内外の者へ退避の指示を行う。

(2) 通信設備（発電所内）

中央制御室等から建屋内外各所の者へ操作，作業又は退避の指示及び連絡を行う。

(3) データ伝送設備（発電所内）

事故状態等の把握に必要な情報（プラントパラメータ）を把握するため，緊急時対策所へ

データを伝送する。

(4) 通信設備（発電所外）

発電所外の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等により行う。

(5) データ伝送設備（発電所外）

発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送

する。
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図 1 通信連絡設備の概要  

東海第二発電所

現場（屋内）

中央制御室

現場（屋外）

緊急時対策所

原子炉建屋付属棟

【凡例】

：通信連絡設備（発電所内用）

：通信連絡設備（発電所外用）

：通信連絡設備

（発電所内用及び発電所外用）

：設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備として

使用する設備

：通信の流れ

：データの流れ

電力保安通信用

電話設備※１

（固定電話機，ＰＨＳ端
末，ＦＡＸ）

送受話器
（ページング）

携行型有線

通話装置※３ 加入電話設備
（加入電話，加入ＦＡＸ）

テレビ会議システム
（社内）

統合防災ネットワークに
接続する通信連絡設備
（テレビ会議システム，
ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）

衛星電話設備
（携帯型）

電力保安通信用

電話設備※１

（固定電話機，ＰＨＳ端末，
ＦＡＸ）

加入電話設備
（加入電話，加入ＦＡＸ）

衛星電話設備
（固定型）

送受話器
（ページング）

携行型有線
通話装置

無線連絡設備
（固定型）

無線連絡設備
（固定型）

携行型有線
通話装置

電力保安通信用

電話設備※１

（固定電話機，ＰＨＳ端末）

無線連絡設備
（携帯型）

送受話器
（ページング）

発電所外（社内）

本店（即応センター等）

その他関係箇所（社内）

発電所外（社外）

国（原子力規制委員会等）

関係自治体（茨城県，東海村等）

その他関係機関（社外）

発電所外（社外）

データセンター
（ＥＲＳＳ※２原子力規制庁））

電力保安通信用

電話設備※１

（固定電話機，ＰＨＳ端末）

ＳＰＤＳデータ
表示装置

衛星電話設備
（固定型）

送受話器
（ページング）

※１：加入電話に接続されており発電所外への通信連絡が可能である。
※２：国の緊急時対策支援システム。 ※３：緊急時対策所内の間で通信連絡が可能である。

緊急時対策支援
システム伝送装置

データ伝送装置

専用電話設備（ホットラ
イン）（自治体向）

発電所外発電所内

9
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１．１ 通信設備（発電所内）

  中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋

等の建屋内外各所の者への操作，作業又は退避の指示等の連絡を行うこと

ができる装置及び音声等により行うことができる設備として，警報装置の

機能を有する送受話器（ページング）及び多様性を確保した通信設備（発

電所内）として，送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定

電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），衛星電話設備（固定型），衛星電話設備

（携帯型），無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型）及び携行型

有線電話装置を設置又は保管する設計とする。概要を図 2 に示す。

  また，通信設備（発電所内）のうち，設計基準対象施設である衛星電話

設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備（携帯型）及び携

行型有線電話装置は，重大事故等時においても使用し，重大事故等時にお

いても機能維持を図る設計とする。

  万が一，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電

話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）の機能が喪失した場合，発電所建屋外は無

線連絡設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型），発電所建屋内は携行型

有線通話装置及び衛星電話設備（固定型）により，発電所内の必要箇所と

の通信連絡が可能な設計とする。
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図２ 通信設備（発電所内）の概要  
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１．２ 通信設備（発電所外）の概要 

 発電所外の必要箇所と事故の発生等に係る連絡を音声等により行うため，

通信設備（発電所外）として，電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ），衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，Ｉ

Ｐ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），テレビ会議システム（社内），加入電話設備（加

入電話，加入ＦＡＸ）及び専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公

共団体向））を設置又は保管する設計とし，有線系，無線系又は衛星系回線に

よる通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等による制限

を受けることなく常時使用できる設計とする。概要を図３，図４，図５に示

す。

また，通信設備（発電所外）のうち，設計基準対象施設である統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話

及びＩＰ－ＦＡＸ），衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携帯型）は，

重大事故等時においても使用し，重大事故等時においても機能維持を図る設

計とする。

 ａ．電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）

   当社及び東京電力パワーグリッド株式会社が構築する専用通信回線（無

線系及び有線系）に接続している固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ

 ｂ．テレビ会議システム（社内）

通信事業者が提供する通信回線（有線系及び無線系）に接続しているテ

レビ会議システム（社内）

 ｃ．加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）

   通信事業者が提供する通信回線（有線系）に接続している加入電話及び

加入ＦＡＸ

ｄ．統合原子力防災ネットワークに接続している通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）
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   通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワーク（有

線系及び衛星系）に接続しているＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ及びテレビ会議

システム

 ｅ．専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））

   通信事業者が提供する専用通信回線（有線系）に接続している専用電話

（ホットライン）（地方公共団体向）

ｆ．衛星電話設備（固定型）及び衛星電話設備（携帯型）

  通信事業者が提供する通信回線（衛星系）に接続している衛星電話設備

（固定型）及び衛星電話設備（携帯型）

   万が一，電力保安通信電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）

の機能が喪失した場合，統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡

設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）等の衛星系回線

により，発電所外の必要箇所との通信連絡が可能な設計とする。

図３ 通信設備（発電所外〔社内関係箇所〕）の概要 
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図４ 通信設備（発電所外〔社外関係箇所〕）の概要（その１） 

図５ 通信設備（発電所外〔社外関係箇所〕）の概要（その２） 

95



1.19－94 

１．３ ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備

 緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備とし

て，データ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ

表示装置で構成するＳＰＤＳを設置する設計とする。また，発電所内から発

電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送でき

るデータ伝送設備として緊急時対策支援システム伝送装置を設置する設計

とする。

 データ伝送設備は，データ伝送装置からデータを収集し，緊急時対策支援

システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送可能な設計とし，常時使用で

きるよう通信事業者が提供する特定顧客専用の統合原子力防災ネットワー

ク（有線系及び衛星系）に接続し多様性を確保する設計とする。概要を図６

に示す。

 なお，ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備のうち，設計基準対象施設であるデー

タ伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置は，重大事故等時においても使用し，重大事故等時においても機能維持を

図る設計とする。

ＳＰＤＳにおける発電所内建屋間の有線系回線の構成は，原子炉建屋と

緊急時対策所間を直接接続する設計とする。

万が一，有線系回線に損傷が発生し，有線系回線によるデータ伝送の機

能が喪失した場合，無線通信装置により，発電所内建屋間のデータ伝送が

継続可能な設計とする。
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図６ ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備の概要 
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２． 多様性を確保した通信回線 

  通信設備（発電所外）及びデータ伝送設備については，有線系，無線系又

は衛星系回線による通信方式の多様性を確保した通信回線に接続し，輻輳等

による制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

  多様性を確保した通信回線を表１に記載するとともに，概要を図７に示

す。 

表１ 多様性を確保した通信回線 

通信回線種別 主要設備 機能  専用  
通信の  

制限 ※ ２

電力保安

通信用 

回線  

無 線 系 回 線

（ マ イ ク ロ 波

回線） 

電 力 保 安 通 信

用電話設備※ １

固定電話機， 

ＰＨＳ端末 
電話  ○  ◎  

ＦＡＸ  ＦＡＸ  ○  ◎  

通信  

事業者  

回線  

有線系回線 

（ 災 害 時 優 先

契約あり） 
加入電話設備 

加入電話 電話  －  ○  

加入ＦＡＸ ＦＡＸ －  ○  

有線系回線 

（ 災 害 時 優 先

契約なし） 

加入電話 電話  －  × 

加入ＦＡＸ ＦＡＸ －  × 

有線系回線 テ レ ビ 会 議 シ

ステム（社内） 

テ レ ビ 会 議 シ ス

テム（社内） 

テレビ 

会議  

○  ◎  

衛星系回線 

○  ◎  

衛星電話設備 

衛星電話設備 

（固定型） 
電話  －  ○  

衛星電話設備 

（携帯型） 
電話  －  ○  

有線系回線 専用電話設備 

専用電話（ホット

ラ イン）（地 方公

共団体向） 

電話  ○  ◎  

通信事業

者回線 

（統合原

子力防災  

ネットワ

ーク） 

有線系回線 

（ 光 フ ァ イ

バ）  
統 合 原 子 力 防

災 ネ ッ ト ワ ー

ク に 接 続 す る

通信連絡設備 

ＩＰ電話 電話  ○  ◎  

ＩＰ－ＦＡＸ ＦＡＸ ○  ◎  

テ レ ビ 会 議 シ ス

テム  

テレビ 

会議  
○  ◎  

衛星系回線 

ＩＰ電話 電話  ○  ◎  

ＩＰ－ＦＡＸ ＦＡＸ ○  ◎  

テ レ ビ 会 議 シ ス

テム  

テレビ 

会議  
○  ◎  

有線系回線 

（ 光 フ ァ イ

バ）  データ伝送 

設備  

緊急時対策支援 

シ ス テ ム 伝 送 装

置  

データ

伝送  
○  ◎  

衛星電系回線 

※ 1：加入電話設備にも接続されており，発電所外への連絡も可能 

 ※ 2：通信の制限とは，輻輳のほか，災害発生時の通信事業者による通信規制を想定  

【凡例】・専用 ○：専用回線（帯域専有を含む） －：非専用回線 

  ・通信の制限 ◎：制限なし ○：制限のおそれが少ない ×：制限のおそれがある
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図７ 多様性を確保した通信回線の概要 
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３． 通信連絡設備の電源及び代替電源設備 

 通信連絡設備は，非常用所内電源（非常用ディーゼル発電機）又は無停電電

源（蓄電池を含む。）から給電できる設計とする。また，重大事故等対処設備の

通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む）から給電でき

る。単線結線図を図８，図９に示し，接続電源の一覧を表２，表３，表４に記

載する。 

図８ 中央制御室における通信連絡設備の単線結線図 

【凡例】

   ：非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）

   ：重大事故等対処設備

   ：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

として使用する設備
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図９ 緊急時対策所における通信連絡設備の単線結線図 

【凡例】

   ：非常用所内電源又は無停電電源（蓄電池を含む。）

   ：重大事故等対処設備

   ：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

として使用する設備
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表２ 通信連絡設備（発電所内用）の電源設備

通信種別 主要施設 
非常用所内電源 

又は無停電電源等 
代替電源設備 

発電所内 

携行型有線通話装置 携行型有線通話装置 中央制御室 乾電池※１ （乾電池） 

送受話器 

（ページング） 

（警報装置を含む。）

送受話器 

（ページング） 

（警報装置を含む。） 

中央制御室 
非常用ディーゼル発電機 

蓄電池 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 
緊急時対策所 

無線連絡設備 

無線通話装置（固定型）

中央制御室 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

緊急時対策所 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機

無線通話装置（携帯型） 緊急時対策所 充電池※２ （充電池）

ＳＰＤＳ 

データ伝送装置 
原子炉建屋 

付属棟 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

緊急時対策支援システ

ム伝送装置 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

ＳＰＤＳデータ表示装

置 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

  ※１：乾電池により約 12時間の連続通話が可能。また，必要な予備の乾電池を保有し，予備の乾電池と交換することにより 7日間以上継続しての通話が可能。 

※２：充電池により約 14時間の連続通話が可能。また，他の端末もしくは予備の充電池と交換することとにより 7日間以上継続しての通話が可能であり，使用後の充電

池は代替電源設備にて充電可能。 
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：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備      ：重大事故等対処設備 

表３ 通信連絡設備（発電所内用及び発電所外用）の電源設備

通信種別 主要施設 
非常用所内電源 

又は無停電電源等 
代替電源設備 

発電所 

内外 

電力保安通信用 

電話設備 

固定電話機 
中央制御室 非常用ディーゼル発電機 

蓄電池 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 
緊急時対策所 

ＰＨＳ端末 

中央制御室 
非常用ディーゼル発電機 

充電池 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

緊急時対策所 
非常用ディーゼル発電機 

充電池 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

充電池 

ＦＡＸ 

中央制御室 非常用ディーゼル発電機 
常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

緊急時対策所 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型）

中央制御室 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 

常設代替高圧電源装置 

可搬型代替低圧電源車 

緊急時対策所 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

衛星電話設備（携帯型） 緊急時対策所 充電池※１ （充電池）

テレビ会議システム 

（社内） 

テレビ会議システム 

（社内） 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機

※１：充電池により約 4時間の連続通話が可能。また，他の端末もしくは予備の充電池と交換することとにより 7日間以上継続しての通話が可能であり，使用後の充電池

は代替電源設備にて充電可能。 

：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備      ：重大事故等対処設備通信種別
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表４ 通信連絡設備（発電所外用）の電源設備

通信種別 主要施設 
非常用所内電源 

又は無停電電源装置等 
代替電源設備 

発電所外 

統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信

連絡設備 

テレビ会議システム 

（有線系，衛星系） 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

ＩＰ電話 

（有線系，衛星系） 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

ＩＰ－ＦＡＸ 

（有線系，衛星系） 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

加入電話設備 

加入電話 緊急時対策所 通信事業者回線からの給電 
－（通信事業者回線からの給

電） 

加入ＦＡＸ 緊急時対策所 

通信事業者回線からの給電 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 

緊急時対策所用発電機 

専用電話設備 

専用電話 

（ホットライン） 

（地方公共団体向） 

緊急時対策所 
非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

データ伝送設備 
緊急時対策支援システ

ム伝送装置 
緊急時対策所 

非常用ディーゼル発電機 

無停電電源装置 
緊急時対策所用発電機 

     ：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備      ：重大事故等対処設備
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４． 緊急時対策所に設置する通信設備（発電所内），通信設備（発電所外），

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備に係る耐震設計 

（１）緊急時対策所 

   緊急時対策所における通信設備（発電所内），通信設備（発電所外），Ｓ

ＰＤＳ及びデータ伝送設備については，転倒防止措置等を施すことで，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を喪失しない設計とする。 

   緊急時対策所における通信設備（発電所内），通信設備（発電所外），Ｓ

ＰＤＳ及びデータ伝送設備連絡設備に係る耐震措置の概要を図１０，１１

に示す。（ＳＰＤＳデータ表示装置については，「第３４条 緊急時対策所」

にて整理する。） 

図１０ 緊急時対策所の通信設備（発電所内）及び通信設備（発電所外） 

に関わる耐震措置の概要  
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図１１ ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備に関わる耐震措置の概要 
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５． 機能ごとに必要な通信連絡設備 

  発電所内における「避難の指示」及び「操作・作業の連絡」，発電所外へ

の「通報，連絡等」に必要な通信連絡設備の種類，配備台数等について，

通信連絡が必要な箇所ごとに整理した通信連絡の指揮系統図を図１２，図

１３，図１４に示す。 

   通信連絡設備は，使用する要員，連絡先（地方公共団体その他関係機

関）に，よりすみやかに連絡が実施できるよう必要な台数を整備する。ま

た，予備品の台数は，これまでの使用実績や新規購入時の納期の実績等を

踏まえ，設備が故障した場合もすみやかに代替機器を準備できる台数を整

備する。 
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機能 使用する通信連絡設備

発
電
所
内

退避

の指示

・台数については，今後，訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

図１２ 「退避の指示」における指揮系統図

緊急時対策所

・送受話器（ページング）：3台
・電力保安用通信用電話設備

（固定電話機：4台，ＰＨＳ端末：
40台）

・無線連絡設備（固定型）：2台
・衛星電話設備（固定型）：6台

中央制御室

・送受話器（ページング）：9台
・電力保安用通信用電話設備

（固定電話機：5台,ＰＨＳ端末：4台）
・無線連絡設備（固定型）：1台
・衛星電話設備（固定型）：2台

現場（構内）※１

・送受話器（ページング）

・電力保安通信用電話設備

 （ＰＨＳ端末）

現場（屋外）

・送受話器（ページング）

・電力保安通信用電話設備

 （ＰＨＳ端末）

○発電所構内設置台数

・送受話器（ページング）：約 330台
・ＰＨＳ端末：約 300台
・無線連絡設備（携帯型）：約 50台
・衛星電話設備（携帯型）：11台

※１：原子炉建屋、タービン建屋等

中 央 制 御 室 等 か ら 発 電 所 内 へ の 退 避 の 指 示 等 は ，送 受

話 器 （ ペ ー ジ ン グ ） で 行 う 。

送 受 話 器 は ，ブ ザ ー 鳴 動 に よ り 発 電 所 内 の 人 に 避 難 指

示 等 を 行 う 警 報 機 能 と ハ ン ド セ ッ ト を 使 用 し て 音 声 で

中 央 制 御 室 か ら 発 電 所 内 の 人 に 避 難 指 示 等 を 行 う 機 能

が あ り 、ブ ザ ー 鳴 動 に よ る 避 難 指 示 等 は ，原 子 炉 自 動 停

止 等 が 発 生 し た 場 合 に ， 運 転 員 等 に 原 子 炉 自 動 停 止 確

認 ・ 処 置 及 び 退 避 を 指 示 す る た め に 使 用 す る 。

 ま た ，送 受 話 器（ ペ ー ジ ン グ ）の 機 能 を 喪 失 す る よ う

な 保 守 作 業 を 行 う 際 は ，代 替 手 段 と し て 電 力 保 安 通 信 用

電 話 設 備（ 固 定 電 話 機 ，Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 ）等 に よ り ，運 転 員

等 に 必 要 な 連 絡 を 行 う 。
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機能 使用する通信連絡設備

発
電
所
内

操作・作

業の連絡

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

機能 使用する通信連絡設備

発
電
所
内

操作・作

業の連絡

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

緊急時対策所

・送受話器（ページング）：3台
・電力保安通信用電話設備

（固定電話機：4台，ＰＨＳ端末：40台）
・無線連絡設備（固定型）：2台

中央制御室

・送受話器（ページング）：9台
・電力保安通信用電話設備

（固定電話機：5台、ＰＨＳ端末：4台）
・無線連絡設備（固定型）：1台

現場（構内）※１

・送受話器（ページング）

・電力保安通信用電話設備

 （固定電話機、ＰＨＳ端末）

現場（屋外）※２

・送受話器（ページング）

・電力保安通信用電話設備

 （ＰＨＳ端末）

・無線連絡設備（携帯型）

○発電所構内設置台数

・送受話器（ページング）：約 330台
・固定電話機：約 210台
・ＰＨＳ端末：約 300台
・無線連絡設備（携帯型）：約 50台

※１：原子炉建屋、タービン建屋等

※２：モニタリングに係る作業を含む

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）等が使用できる場合

放射能観測車

（モニタリングカー）

・衛星電話設備（携帯型）：1台

緊急時対策所

・衛星電話設備（固定型）：6台
・携行型有線通話装置：3台

中央制御室

・衛星電話設備（固定型）：2台
・携行型有線通話装置：2台

現場（構内）※１

・携行型有線通話装置：10台

現場（屋外）※２

・衛星電話設備（携帯型）：10台
・無線連絡設備（携帯型）：19台※３

※１：原子炉建屋、タービン建屋等

※２：モニタリングに係る作業を含む

※３：屋外現場連絡用

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末）等が使用できない場合

放射能観測車

（モニタリングカー）

・衛星電話設備（携帯型）：1台

衛星電話設備（固定型） 衛星電話設備（携帯型） 無線連絡設備（携帯型） 携行型有線通話装置

・中央制御室 ：1台
・緊急時対策所：3台 ・現場（屋外）：4台 ・現場（屋外）：5台 ・中央制御室 ：2台

・現場（屋内）：10台

重大事故等時においても、設置又は保管する通信連絡設備により十分に対応できる。

重大事故等時（全交流動力電源喪失（長期ＴＢ））における必要な通信連絡設備は以下の通り
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図１３ 「操作・作業の連絡」における指揮系統図

機能 使用する通信連絡設備

発
電
所
外

連絡・通報

等

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

機能 使用する通信連絡設備

発
電
所
外

連絡・通報

等

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

緊急時対策所

・送受話器（ページング）：3台
・電力保安通信用電話設備

（固定電話機：4台，ＰＨＳ端末：40台）
・加入電話：（加入電話：2台，加入ＦＡＸ：2台）
・テレビ会議システム（社内）：一式

・専用電話（ホットライン）（地方公共団体向）

：１台

・衛星電話設備（固定型）：6台

中央制御室

・送受話器（ページング）：9台
・電力保安通信用電話設備

（固定電話機：5台，ＰＨＳ端末：4台）

本店（即応センター）

・電力保安通信用電話設備

（固定電話機：3台，ＰＨＳ端末：3台，
ＦＡＸ：3台）
・テレビ会議システム（社内）：一式

国（原子力規制委員会等）

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末、ＦＡＸ）が使用できる場合

緊急時対策所

・衛星電話設備（固定型）：6台
・統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備

（テレビ会議システム：一式，

ＩＰ電話：6台（衛星系：2台，有線系：4台），
ＩＰ－ＦＡＸ：3台
（衛星系：1台，有線系：2台））

中央制御室

・衛星電話設備（固定型）：2台

本店（即応センター）

・衛星電話設備（固定型）：2台
・統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備

（テレビ会議システム：一式

ＩＰ電話：8台（衛星系：2台，
有線系：6台）
ＩＰ－ＦＡＸ：4台
（衛星系：1台，有線系：3台）

○送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機、ＰＨＳ端末、ＦＡＸ）が使用できない場合

地方公共団体他（茨城県、東海村等）

国（原子力規制委員会等）

地方公共団体他（茨城県、東海村等）

放射能観測車

（モニタリングカー）

・衛星電話設備（携帯型）：1台

放射能観測車

（モニタリングカー）

・衛星電話設備（携帯型）：1台
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図１４ 「連絡，通報等」における指揮系統図

６． 携行型有線通話装置等の使用方法及び使用場所について 

通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において，発

電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の通

信連絡設備を使用する。 

 ○携行型有線通話装置 

   中央制御室に保管する携行型有線通話装置は，中央制御室と各現場（屋

内）間に布設している専用通信線を用い，携行型有線通話装置を専用接続

箱に接続するとともに，必要時に中継用ケーブルを布設することにより中

央制御室と各現場（屋内）間の必要な通信連絡を行うことができる設計と

する。 

   なお，専用接続箱については，地震起因による溢水の影響を受けない箇

所に設置しており，溢水時においても使用できる。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンス

で使用する台数とし，中央制御室及び現場（屋内）にて対応する運転員及

び重大事故等対応要員のうち運転操作対応要員は各自 1 個を携行し使用す

る。なお，屋外より合流する重大事故等対応要員のうち運転操作対応要員

が使用する携行型有線通話装置は，合流する運転員が中央制御室より携行

する。 

○衛星電話設備（固定型） 

   中央制御室及び緊急時対策所に設置する衛星電話設備（固定型）は，中

央制御室と緊急時対策所間の必要な通信連絡を行うことができる設計とす

る。 

   また，屋外の重大事故等対応要員は衛星電話設備（携帯型）を使用する

ことにより緊急時対策所と現場（屋外）間の必要な通信連絡を行うことが

できる設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンス

111



1.19－110 

で使用する台数とし，中央制御室と緊急時対策所間として各 1 個，緊急時

対策所と現場（屋外）間として緊急時対策所に 1 個使用する。 

○衛星電話設備（携帯型） 

   緊急時対策所に保管する衛星電話設備（携帯型）は，現場（屋外）と緊

急時対策所間の必要な通信連絡を行うことができる設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンス

で使用する台数とし，現場（屋外）と緊急時対策所間連絡用として屋外の

重大事故等対応要員の作業ごとに各 1 個を携行し使用する。 

○無線連絡設備（携帯型） 

緊急時対策所に保管する無線連絡設備（携帯型）は，現場（屋外）間の

必要な通信連絡を行うことができる設計とする。 

通信連絡設備の必要台数は，有効性評価における各重要事故シーケンス

で使用する台数とし，現場（屋外）間連絡用として屋外の重大事故等対応

要員は各自 1 個を携行し使用する。 

   携行型有線通話装置を用いた通信連絡の概要及び衛星電話設備（固定

型）等を用いた通信連絡の概要について，図１５及び図１９に示す。ま

た，各重要事故シーケンスで使用する携行型有線通話装置を使用する通話

場所の例を表５，各重要事故シーケンスで使用する携行型有線通話装置及

び衛星電話設備等の台数を表６，表７に示す。 
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表５ 携行型有線通話装置を使用する通話場所の例 

（重要事故シーケンス 全交流動力電源喪失時の例） 

作業・操作内容 作業・操作場所 

不要負荷の切り離し操作 
原子炉建屋付属棟 

1 階 
Ｃ／Ｓ電気室 

受電前準備 
原子炉建屋付属棟 

地下 1,2 階 
Ｃ／Ｓ電気室 

原子炉建屋内系統構成 

（原子炉注水） 
原子炉建屋原子炉棟 4 階 北西通路 

原子炉建屋内系統構成 

（原子炉注水） 
原子炉建屋原子炉棟 3 階 ＭＳＩＶ保修室 

原子炉建屋内系統構成 

（格納容器スプレイ） 
原子炉建屋原子炉棟 2 階 南側通路 

原子炉建屋内系統構成 

（格納容器スプレイ） 
原子炉建屋原子炉棟 1 階 南側通路 

       携行型有線通話装置      中継用ケーブルドラム 

・写真については，一部イメージを含む。 
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図１５ 携行型有線通話装置を用いた通信連絡の概要 

（重要事故シーケンス 全交流動力電源喪失時の例） 
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図１９ 衛星電話設備（固定型）等を用いた通信連絡の概要 
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表６ 各重大事故シーケンスで使用する携行型有線通話装置の台数 

単位：台

使用場所

各重大事故シーケンス 

原子炉建屋付属棟 

－：作業無 原子炉建屋 

原子炉棟 

－：作業無 

原子炉建屋 

廃棄物処理棟

－：作業無 

計（注１）

中央制御室 

－：作業無 

運転中の原子炉における重大事故に至る恐れが

ある事故 

（炉心の著しい損傷防止） 

①－1 高圧・低圧注水機能喪失 2 － － 3 5 

①－2 高圧注水・減圧機能喪失 － － － － － 

①-3-1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 2 2 8 － 12 

①-3-2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 2 2 8 － 12 

①-3-3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 2 2 8 － 12 

①-4-1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） 2 2 － － 4 

①-4-2 崩壊熱除去機能機能（残留熱除去系が故障した場合） 2 － － 3 5 

①-5 原子炉停止機能喪失 － － － － － 

①-6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 2 － － 3 5 

①-7 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 2 － 4 － 6 

①-8 津波浸水による注水機能喪失 2 2 8 － 12 

重大事故 

（原子炉格納容器の破損の防止） 

②-1-1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用する場合） 2 2 － － 4 

②-1-2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用しない場合） 2 2 － 3 7 

②-2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 2 2 － 3 7 

②-3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 2 2 － 3 7 

②-4 水素燃焼 2 2 － 3 7 

②-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 2 2 － 3 7 

使用済燃料プールにおける重大辞事故に至る恐

れがある事故 

（使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止） 

③-1 想定事故１ － － － － － 

③-2 想定事故２ － － － － － 

運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故 

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止） 

④-1 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失） 2 2 － － 4 

④-2 全交流動力電源喪失 2 2 － － 4 

④-3 原子炉冷却材の流出 － － － － － 

④-4 反応度の誤投入 － － － － － 

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

（注１）：中央制御室へ現場用（中央制御室必要分含め）として 12 台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。
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表７ 各重大事故シーケンスで使用する衛星電話設備等の台数

単位：台

使用場所

各重大事故シーケンス                                                           設備

屋内

（中央制御室）

－：作業無

屋内

（緊急時対策所）

－：作業無

屋外

－：作業無

衛星電話設備

（固定型）（注１）
衛星電話設備

（固定型）（注１）
衛星電話設備

（携帯型）（注２）
無線連絡設備

（携帯型）（注３）

運転中の原子炉における重大事故に至る恐れが

ある事故

（炉心の著しい損傷防止）

①－1 高圧・低圧注水機能喪失 1 3 2 5 

①－2 高圧注水・減圧機能喪失 － － － －

①-3-1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 1 3 2 5 

①-3-2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ） 1 3 2 5 

①-3-3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 1 3 2 5 

①-4-1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） － － － －

①-4-2 崩壊熱除去機能機能（残留熱除去系が故障した場合） 1 3 2 5 
①-5 原子炉停止機能喪失 － － － －

①-6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 1 3 2 5 

①-7 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） － － － －

①-8 津波浸水による注水機能喪失 1 3 2 5 

重大事故

（原子炉格納容器の破損の防止）

②-1-1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用する場合） － － － －

②-1-2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却を使用しない場合） 1 3 2 5 

②-2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 － － － －

②-3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 － － － －

②-4 水素燃焼 － － － －

②-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 － － － －

使用済燃料プールにおける重大辞事故に至る恐

れがある事故

（使用済燃料貯蔵槽内の燃料破損の防止）

③-1 想定事故１ 1 3 2 5 

③-2 想定事故２ 1 3 2 5 

運転停止中の原子炉における重大事故に至るお

それがある事故

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止）

④-1 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失） － － － －

④-2 全交流動力電源喪失 － － － －

④-3 原子炉冷却材の流出 － － － －

④-4 反応度の誤投入 － － － －

・台数については、今後、訓練等を通して見直しを行う可能性がある。

（注１）：中央制御室へ 2台、緊急時対策所へ 6台（予備 1台）を設置するため、重大事故等においても対応できる。 

（注２）：緊急時対策所へ 11 台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。 

（注３）：緊急時対策所へ 19 台（予備 1台）を保管するため、重大事故等においても対応できる。
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添付資料 1.19.6 

機能毎に必要な通信設備（発電所内）の優先順位及び設備種別 

機能  

通信実施場所 

場所  
使用する通信連絡設備 

（発電所内） 
場所  使用する通信連絡設備 

操作，作

業 の 連

絡  

中央  

制御室  

① 電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

① 電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

① 送受話器（ページング） 

現場  

（屋内）

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

① 送受話器（ページング） 

②  携行型有線通話装置 ②  携行型有線通話装置 

中央  

制御室  

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  無線連絡設備（固定型）  

緊急時 

対策所 

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  無線連絡設備（固定型） 

②  衛星電話設備（固定型） ②  衛星電話設備（固定型） 

現場  

（屋内）

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

現場  

（屋内）

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  携行型有線通話装置 ②  携行型有線通話装置 

現場  

（屋外）

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 
現場  

（屋外）

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  無線連絡設備（携帯型） 

②  衛星電話設備（携帯型） 

②  無線連絡設備（携帯型） 

②  衛星電話設備（携帯型） 

緊急時 

対策所 

①  電 力 保 安 通 信 用 電 話 設 備

（固定電話機） 

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  無線連絡設備（固定型） 

現場  

（屋外）

①  電力保安通信電話設備（Ｐ

ＨＳ端末） 

①  送受話器（ページング） 

②  無線連絡設備（携帯型） 

②  衛星電話設備（固定型） ②  衛星電話設備（携帯型） 

緊急時

対策所 
①  衛星電話設備（固定型）  

モニタリ

ング  

（放射能

観測車）

①  衛星電話設備（携帯型） 

凡例 

丸数字：優先順位 

   ：重大事故等対処設備 

   ：自主対策設備 
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機能毎に必要な通信設備（発電所外）の優先順位及び設備種別（１／２） 

機能  

通信実施場所 

場所  
使用する通信連絡設備 

（発電所外） 
場所  

使用する通信連絡設備 

（発電所外） 

通報， 

連絡  

等  

緊急時  

対策所  

ＴＶ  

会議  

①  テレビ会議シス

テム（社内） 

本店  

ＴＶ  

会議  

①  テレビ会議システム

（社内） 

②  テレビ会議シス

テム※ １

②  テレビ会議システム※

１

電話  

①  電力保安通信用

電話設備（固定

電話機） 

①  電力保安通信用

電話設備（ＰＨ

Ｓ端末） 
電話  

①  電力保安通信用電話設

備（固定電話機）  

①  電力保安通信用電話設

備（ＰＨＳ端末）  

②  加入電話設備

（加入電話） 

②  加入電話設備 

（加入電話） 

③  衛星電話設備

（固定型） 

③  衛星電話設備 

（固定型） 

④  ＩＰ電話※ １  ④  ＩＰ電話 ※ １

ＦＡＸ

①  電力保安通信用

電話設備（ＦＡ

Ｘ）  
ＦＡＸ

①  電力保安通信用電話設

備（ＦＡＸ） 

②  加入電話設備

（加入ＦＡＸ）  

②  加入電話設備 

（加入ＦＡＸ） 

③  ＩＰ－ＦＡＸ※ １  ③  ＩＰ－ＦＡＸ※ １

緊急時  

対策所  

ＴＶ  

会議  

①  テレビ会議シス

テム※ １

国  

ＴＶ  

会議  

－  

電話  

①  ＩＰ電話※ １

電話  

①  電力保安通信用

電話設備（固定

電話機） 

①  電力保安通信用

電話設備（ＰＨ

Ｓ端末） 

②  加入電話設備

（加入電話） 

③  衛星電話設備

（固定型） 

ＦＡＸ

①  ＩＰ－ＦＡＸ※ １

ＦＡＸ

①  電力保安通信用

電話設備（ＦＡ

Ｘ）  

②  加入電話設備

（加入ＦＡＸ）  

※１：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

凡例 

丸数字：優先順位 

   ：重大事故等対処設備 

   ：自主対策設備 
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機能毎に必要な通信設備（発電所外）の優先順位及び設備種別（２／２） 

機能  

通信実施箇所 

場所  
使用する通信連絡設備 

（発電所外） 
場所  

使用する通信連絡設備 

（発電所外） 

通報，

連絡  

等  

緊急時  

対策所  

電話  

①  ＩＰ電話 ※ １

地 方

公 共

団

体 ，

そ の

他 関

係 機

関等  

電話  

－  

①  電力保安通信用

電話設備（固定

電話機） 

①  電力保安通信用

電話設備（ＰＨ

Ｓ端末） 

②  加入電話設備

（加入電話） 

②  専用電話設備

（専用電話） 

③  衛星電話設備

（固定型） 

ＦＡＸ

①  ＩＰ－ＦＡＸ ※ １

ＦＡＸ

①  電力保安通信用

電話設備（ＦＡ

Ｘ）  

②  加入電話設備

（加入ＦＡＸ） 

緊急時 

対策所 
電話  

①  衛 星 電 話 設 備

（固定型） 

モニ

タリ

ング

（放

射能

観測

車）  

電話  ①  衛星電話設備（携帯型） 

※１：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

凡例 

丸数字：優先順位 

   ：重大事故等対処設備 

   ：自主対策設備 
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添付資料 1.19.7 

手順のリンク先について 

通信連絡設備に関する手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめ

る。 

１．1.19.2.1(1)(d) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

  ＜リンク先＞ 1.18.2.2(1) 緊急時対策所データ伝送設備によるプラン

トパラメータ等の監視手順 

２．1.19.2.1(2) 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な

場所で共有する手順等 

  ＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

         1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

         1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等 

３．1.19.2.2(2) 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な

場所で共有する手順等 

  ＜リンク先＞ 1.15.2.1 監視機能喪失 

         1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

         1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等 

４．1.19.2.3 代替電源設備から給電する手順等 

  ＜リンク先＞ 1.14.2.1 交流電源喪失時の対応手順 

         1.18.2.4 緊急時対策所用発電機による給電 
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